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お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

上三川町
交通事故発生状況

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458

▼
日
程
＝
9
月
16
日︵
金
︶

▼
時
間
＝
午
前
9
時
30
分

　
　
　
　

～
午
後
1
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ

ザ▼
費
用
＝
5
0
0
円

▼
申
込
締
切
＝
9
月
12
日︵
月
︶

▼
定
員
＝
24
名︵
先
着
順
︶

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
3

秋
の
交
通
安
全
県
民
総

ぐ
る
み
運
動

　

9
月
21
日︵
水
︶
～
30
日︵
金
︶

の
10
日
間
、
秋
の
交
通
安
全
県
民

総
ぐ
る
み
運
動
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

  

子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防

止
を
重
点
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
、
交
通
安
全
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課　

交
通
防
災
係

　
☎
56
9
1
1
5

2
歳
児
歯
科
健
診
の
お

知
ら
せ

　

2
歳
の
お
子
さ
ん
を
対
象
に

「
2
歳
児
歯
科
健
診
」を
実
施
し
ま

す
。
歯
科
健
診
や
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ

指
導
を
通
し
て
、
む
し
歯
予
防
や

生
活
習
慣
に
つ
い
て
見
直
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

▼
日
に
ち
＝
9
月
8
日︵
木
︶

▼
対
象
＝

①
平
成
26
年
4
月
2
日
～
平
成
26

　

年
9
月
30
日
生
ま
れ
の
方

②
平
成
25
年
10
月
1
日
～
平
成
26

　

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
う
ち
、

　

平
成
27
年
度
未
受
診
の
方

▼
受
付
＝
午
後
0
時
40
分
～
2
時

40
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ

ザ　

検
診
ホ
ー
ル

▼
持
ち
物
＝
母
子
手
帳
、
歯
ブ
ラ

シ
、
コ
ッ
プ
、
タ
オ
ル
、
問
診
票

▼
内
容
＝
歯
科
健
診
、
染
め
出
し
、

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導
、
ミ
ニ
講
話

等

︵
対
象
の
お
子
さ
ん
に
は
、
個
人

通
知
を
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。︶

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

母
子
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
2

Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
予

防
接
種
が
定
期
予
防
接

種
に
な
り
ま
す

▼
開
始
時
期
＝
10
月
1
日
か
ら

▼
対
象
者
＝
平
成
28
年
4
月
1
日

以
降
に
生
ま
れ
た
1
歳
未
満
の
お

子
さ
ま

※
出
生
時
に
Ｂ
型
肝
炎
に
感
染
し

て
い
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
健
康
保

険
に
よ
り
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
の

投
与
を
受
け
た
方
に
つ
い
て
は
定

期
予
防
接
種
の
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

※
対
象
者
に
は
個
別
通
知
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

母
子
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
2

65
歳
以
上
の
方
は
結
核

検
診
を
無
料
で
受
診
で

き
ま
す

　

9
月
24
日
か
ら
30
日
は「
結
核

予
防
週
間
」で
す
。

　

結
核
は
過
去
の
病
気
で
は
な
く
、

現
在
で
も
1
日
あ
た
り
50
人
以
上

が
感
染
し
て
お
り
、
特
に
高
齢
者

の
結
核
患
者
が
増
加
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

　

結
核
検
診
は
次
の
と
お
り
受
診

で
き
ま
す
の
で
、
年
に
一
度
は
必

ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
者
＝
65
歳
以
上︵
昭
和
27

年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
︶の
町

民
の
方

▼
検
診
内
容
＝
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

検
査

▼
費
用
＝
無
料

▼
検
診
方
法
＝
町
の
集
団
又
は
個

別
健
診
の
肺
が
ん
検
診
で
受
診
で

き
ま
す
。

　

集
団
健
診
は
健
康
課
に
、
個
別

健
診
は
町
内
の
検
診
実
施
医
療
機

関
に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
3

骨
元
気
！
カ
ル
シ
ウ
ム

た
っ
ぷ
り
料
理
教
室

　

元
気
ア
ッ
プ
栄
養
教
室
、
今
回

の
テ
ー
マ
は「
骨

こ
つ
そ
し
ょ
う
し
ょ
う

粗
鬆
症
」で
す
。

骨
粗
鬆
症
と
は
体
の
中
の
カ
ル
シ

ウ
ム
が
不
足
し
、
骨
が
も
ろ
く
な

る
状
態
で
、
骨
折
し
や
す
く
な
り

ま
す
。

　
「
カ
ル
シ
ウ
ム
」は
日
本
人
が
不

足
し
が
ち
な
栄
養
素
。
本
教
室
で

は
カ
ル
シ
ウ
ム
た
っ
ぷ
り
の
料
理

を
紹
介
し
ま
す
。
料
理
に
不
慣
れ

な
方
も
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
が
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。
料
理
の
他
に
、
骨
を

支
え
る
筋
肉
を
鍛
え
る
簡
単
な
体

操
も
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

下
さ
い
。

▼
対
象
＝
町
内
に
お
住
ま
い
の
20

歳
～
74
歳
の
方

7 月 8 月

件数 14件 4件

負傷者数 16人 5人

死者数 0人 0人

今 月 の 納 期
納期限 9月30日（金）

国民健康保険税：第3期
介護保険料：第3期
後期高齢者医療保険料：第3期

今月の休日納税相談

日時＝9月25日（日）
午前 8時30分〜

正午

場所＝1階　税務課窓口
連絡先＝税務課 納税係

☎56 9121
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【犯罪被害相談日時】 平日午前10時～午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ  ☎028ー643ー3940

金
・
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
ま
た
は
、
加
入
し
て
い
た
人
は
、

役
場
で
は
申
請
を
お
預
か
り
で
き

ま
せ
ん
。
年
金
事
務
所
で
の
手
続

き
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

　

宇
都
宮
西
年
金
事
務
所

　
（
お
客
様
相
談
室
）

　

☎
0
2
8（
6
2
2
）4
2
8
1

「
動
く
知
更
相
」の
開
催

　

療
育
手
帳
の
再
判
定
及
び
相
談

を
巡
回
し
て
行
う「
動
く
知
更
相
」

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
10
月
24
日︵
月
︶

　
　
　
　

午
前
10
時
か
ら

▼
場
所
＝
小
山
市
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

▼
内
容
＝
①
療
育
手
帳
の
再
判
定

等
、
②
そ
の
他
生
活
相
談
等

▼
申
込
期
限
＝
9
月
23
日︵
金
︶

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　

☎
56
9
1
2
8

社
資
へ
の
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

5
月
に
募
集
し
ま
し
た
日
本
赤

十
字
社
社
資︵
寄
付
金
︶は
、
総
額

3
、5
0
3
、0
2
5
円
と
な
り
、

日
本
赤
十
字
社
栃
木
県
支
部
に
送

金
い
た
し
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
社
資
は
、災
害
救
護
活
動
を

は
じ
め
、血
液
事
業
や
国
際
救
援
活

動
、
社
会
福
祉
事
業
な
ど
の
人
道

的
活
動
の
活
動
資
金
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　

☎
56
9
1
2
8

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
10
月
1
日
か
ら
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
新
し
く

な
り
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
9
月
下
旬
に
郵
送
い
た
し
ま

す
の
で
、
10
月
1
日
以
降
は
新
し

い
被
保
険
者
証
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
古

い
被
保
険
者
証
は
必
ず
ご
自
分
で

破
棄
す
る
か
、
保
険
課
ま
で
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
と
き
︑脱
退
し
た
と

き
は
届
出
が
必
要
で
す

　

会
社
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

や
、
そ
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場

合
、
ま
た
は
、
職
場
の
健
康
保
険

を
や
め
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
と
き
は
、
役
場
へ
の
届
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

届
出
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康

保
険
税
が
課
税
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
た
り
、
職
場
の
健
康
保
険
の
資

格
を
喪
失
し
た
日
ま
で
遡
っ
て
課

税
さ
れ
た
り
し
ま
す
の
で
、
14
日

以
内
に
次
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、

住
民
生
活
課
で
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

︻
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

と
き
︼

●
届
出
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
職
場
の
健
康
保
険
証

︻
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き
︼

●
届
出
に
必
要
な
も
の

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証

明
書︵
資
格
喪
失
証
明
書
、
退
職

証
明
書
な
ど
︶

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

国
民
年
金(

老
齢
基
礎
年

金)
を
受
け
取
る
た
め
に
は

・
60
歳
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
国

民
年
金
保
険
料︵
厚
生
年
金
・
共

済
年
金
を
含
む
︶を
25
年︵
3
0
0

月
︶以
上
納
め
、
65
歳
の
誕
生
日

を
迎
え
た
方
が
手
続
き
で
き
ま
す
。

・
60
歳
～
64
歳
の
方
で
も
年
金
を

受
け
取
る
手
続
き
は
で
き
ま
す
が
、

年
齢
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
金
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
66
歳
～
70
歳
で
年
金
を

受
け
取
る
場
合
は
、
年
齢
に
応
じ

て
金
額
が
増
額
さ
れ
ま
す
。

・
手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
年

金
手
帳
、
戸
籍
謄
本
、
世
帯
全
員

の
住
民
票
、
印
鑑
、
ご
本
人
名
義

の
預
金
通
帳
な
ど
で
す
が
、
ご
本

人
が
加
入
し
て
い
た
年
金
の
内
容

と
配
偶
者
の
方
が
加
入
し
て
い
た

年
金
の
種
類
に
よ
り
、
本
人
及
び

配
偶
者
の
所
得
証
明
等
が
必
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
事
前
に
役
場
又
は
年
金
事
務
所

に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
第
3
号
被
保
険
者
や
厚
生
年

日産栃木自動車大学校学園祭
▼日時＝9月10日 ( 土 ) 午前9時30分～午後4時

　※雨天時は室内のみの開催となります。

▼場所＝日産栃木自動車大学校

　( 上三川町上郷2120)

▼内容＝

☆日産車展示

　スカイラインスーパーシルエット

　フェアレディ240ＺＧハイウェイパトロールカー

　ＧＴ－Ｒ　ＮＩＳＭＯ　ＧＴ3( スーパー耐久使用 )

○エクストリームバイク

○ビンゴ大会

○各種模擬店

○お子様向けスタンプラリー、キッズスペース

▼問い合わせ先＝日産栃木自動車大学校

　担当　川田　☎ 0285(56)3585
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※
入
居
者
の
年
収
等
に
よ
り
決
ま

り
ま
す
。

※
入
居
に
は
、
家
賃
の
3
か
月
分

の
敷
金
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
56
9
1
4
5

町
営
住
宅
入
居
者
向
け

駐
車
場
募
集

▼
募
集
駐
車
場
＝

　

下
町
共
用
駐
車
場　

6
区
画

　

9
月
1
日︵
木
︶～
15
日︵
木
︶

　
︵
土
日
、
祝
日
を
除
く
︶

※
町
営
住
宅
入
居
者
ま
た
は
同
居

者
の
み
応
募
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
56
9
1
4
5

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い

る
み
な
さ
ん
へ

　

浄
化
槽
の
定
期
点
検
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

　

浄
化
槽
は
適
正
に
管
理
す
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
正
し
く

使
わ
れ
な
い
と
悪
臭
が
発
生
し
た

り
、
川
を
汚
し
た
り
し
て
近
所
や

下
流
の
住
民
に
迷
惑
を
か
け
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
浄
化
槽
の
所
有
者

︵
管
理
者
︶は
浄
化
槽
法
に
基
づ
き
、

1
年
に
1
回
、
浄
化
槽
が
適
正
に

管
理
さ
れ
、
正
し
く
機
能
し
て
い

る
か
確
認
す
る
た
め
に
、
定
期
検

査︵
11
条
検
査
︶を
受
け
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
使
用
し
て
い
る
浄

化
槽
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

そ
の
日
か
ら
30
日
以
内
に
、「
使
用

廃
止
届
出
書
」を
上
下
水
道
課
に

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
へ
接
続
し
た
等
、
浄
化

槽
の
使
用
を
廃
止
し
た
場
合
は
忘

れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
56
9
1
6
8

９
月
は
受
益
者
負
担
金

の
納
付
月
で
す

　

受
益
者
負
担
金
と
は
下
水
道
が

整
備
さ
れ
た
区
域
の
人
に
そ
の
建

設
費
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

　

9
月
30
日︵
口
座
振
替
日
は
20

日
︶は
受
益
者
負
担
金
第
二
期
分

の
納
期
限
に
な
り
ま
す
の
で
、
分

割
納
付
を
お
選
び
に
な
ら
れ
た
お

客
様
に
つ
き
ま
し
て
は
、
納
期
ま

で
に
納
付︵
前
日
ま
で
に
口
座
残

高
の
確
認
︶い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
期
を
20
日
以
上
過
ぎ

ま
す
と
督
促
手
数
料
が
発
生
し
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
56
9
1
6
8

平
成
28
年
度　

国
民
健

康
保
険
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
特
別
徴
収(

年
金

天
引)

に
つ
い
て

　

9
月
9
日
に
、
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
特
別
徴
収︵
年
金
よ

り
天
引
き
︶額
の
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
。
天
引
き
さ
れ
る
額
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
28
年
10
月
・
12
月
・
平
成
29

年
2
月
の
額

　

平
成
28
年
度
の
年
額
か
ら
、
前

　

半
分︵
年
金
天
引
ま
た
は
納
付
書

　

で
納
め
て
い
た
だ
い
た
額
︶を
引

　

い
た
残
り
を
3
等
分
し
た
額

平
成
29
年
4
月
・
6
月
・
8
月
の

額
　

平
成
29
年
2
月
の
額
と
同
じ
額

　
︵
平
成
29
年
度
の
予
定
額
と
し
て

　

仮
徴
収
さ
れ
ま
す
︶

※
平
成
26
～
27
年
中
の
所
得
や
世

帯
の
状
況
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ

た
場
合
、
年
金
天
引
額
が
前
半
と

後
半
で
大
き
な
差
が
あ
っ
た
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
年
金
天
引
が
中

止
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
年
金
天
引
に
つ

い
て
は
、
希
望
に
よ
り
口
座
振
替

に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
手
続
に
必
要
な
も
の
＝

　

健
康
保
険
証
、
希
望
す
る
金
融

　

機
関
の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
、

　

通
帳
印

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係

　

☎
56
9
1
2
2

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

▼
募
集
住
宅
＝

愛
宕
町
営
住
宅

　

3
D
K　

2
戸

下
町
第
二
町
営
住
宅

　

3
D
K　

1
戸

▼
受
付
期
間
＝

　

9
月
1
日︵
木
︶～
15
日︵
木
︶

　
︵
土
日
、
祝
日
を
除
く
︶

▼
家
賃
月
額
＝

　

愛
宕

　
　

3
D
K
︵
昭
和
49
年
築
︶

　

1
0
、7
0
0
～2

1
、1
0
0
円

　

下
町
第
二

　
　

3
D
K
︵
平
成
3
年
築
︶

　

1
8
、7
0
0
～3

6
、8
0
0
円

26

【交通事故巡回相談】 日時＝9月14日（水）　費用＝無料
連絡先：栃木県交通事故相談所  ☎028ー623ー2188

MAKANAの子育て
親育ちコラボDAY

▶日時＝9月14日 ( 水 )

　午前11時～午後3時

▶内容＝

　無料白飯

　勇気づけ子育て相談会

　整理収納講座体験会

　頭
ずがいせんこつりょうほう

蓋仙骨療法体験

　自然食品販売等

▶場所＝上三川の家

( 上三川5067-12)

▶問い合わせ先＝菊地

　☎090(3245)5243



広報かみのかわ� 28.9.127

所
定
の
様
式
を
県
東
環
境
森
林
事

務
所
へ
10
月
3
日
～
13
日
の
間
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

県
東
環
境
森
林
事
務
所

　

環
境
企
画
課

　

☎
0
2
8
5（
8
1
）9
0
0
1

狩
猟
免
許
試
験
事
前
講
習
会

▼
受
付
日
時
＝

　

10
月
12
日︵
水
︶9
時
～

▼
場
所
＝

　

清
原
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
み
方
法
＝

申
込
書
を
猟
友
会
へ
提
出

▼
受
講
料
＝

①
網
猟
、
わ
な
猟
、
第
二
種
猟
銃

　

＝
3
、0
0
0
円

②
第
一
種
猟
銃
＝
4
、0
0
0
円

　
︵
併
願
の
場
合
は
一
種
類
毎
に

　

1
、5
0
0
円
追
加
︶

※
県
で
は
事
前
講
習
受
講
者
に
対

し
、
事
前
講
習
会
用
テ
キ
ス
ト
の

無
料
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
申
込
締
切
＝
10
月
5
日︵
水
︶

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

一
般
社
団
法
人
栃
木
県
猟
友
会

　

☎
0
2
8（
6
1
1
）1
5
2
6

遊
休
農
地
解
消
支
援
事

業
に
つ
い
て

～
耕
作
放
棄
地
を
解
消
し
ま
し
ょ

う
～

　

平
成
28
年
度
か
ら
、
遊
休
農
地

を
解
消
す
る
取
り
組
み
を
支
援
す

る
た
め
の
県
単
補
助
事
業
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

　

荒
廃
農
地
の
発
生
・
解
消
に
関

す
る
調
査
の
結
果
、
再
生
可
能
な

耕
作
放
棄
地
と
判
断
さ
れ
た
農
業

振
興
地
域
の
農
用
地
を
使
用
貸
借

権
に
よ
り
借
り
受
け
た
者
に
よ
る

遊
休
農
地
を
解
消
す
る
取
り
組
み

が
対
象
で
す
。

　

そ
の
他
詳
し
く
は
下
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

産
業
振
興
課

　

☎
56
9
1
3
5

　

県
河
内
農
業
振
興
事
務
所　

　

☎
0
2
8（
6
2
6
）3
0
6
1

　

栃
木
県　

経
営
技
術
課

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）2
3
1
7

第
5
回「
河
内
の
ベ
ジ
フ

ル
料
理
コ
ン
テ
ス
ト
」レ

シ
ピ
募
集

～
宇
都
宮
市
・
上
三
川
町
の
農
産

物
に
ふ
れ
よ
う
・
味
わ
お
う
!!
～

　
「
旬
感
ほ
っ
こ
り
ス
イ
ー
ツ
」を

テ
ー
マ
に
、
指
定
食
材
の
う
ち
2

種
類
以
上
を
使
っ
た
、
秋
を
感
じ

る
未
発
表
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
料
理
を

募
集
し
ま
す
。

▼
指
定
食
材
＝
い
ち
ご
、
梨
、
り

ん
ご
、
ゆ
ず
、
栗
、
柿
、
キ
ウ
イ
、

ト
マ
ト
、
ニ
ラ
、
ほ
う
れ
ん
草
、

ご
ぼ
う
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
や
ま

い
も
、
に
ん
じ
ん
、
か
ぼ
ち
ゃ
、

さ
つ
ま
い
も
、
米
、
そ
ば
、
豆
類

▼
応
募
締
切
＝

9
月
30
日︵
金
︶︵
必
着
︶

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

河
内
農
業
振
興
事
務
所
企
画
振

興
部

　

☎
0
2
8（
6
2
6
）3
0
7
6

と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア

応
援
セ
ン
タ
ー「
ぷ
ら
っ

と
」の
お
知
ら
せ

　

栃
木
県
で
は
、
社
会
貢
献
か
ら

就
労
ま
で
、
シ
ニ
ア
世
代
の
方
々

の
様
々
な
社
会
貢
献
活
動
を
応
援

す
る
た
め
、
J
R
宇
都
宮
駅
西

口
近
く
の
ビ
ル
内
に「
と
ち
ぎ
生

涯
現
役
シ
ニ
ア
応
援
セ
ン
タ
ー

︵
愛
称
：
ぷ
ら
っ
と
︶」を
開
設
し

て
い
ま
す
。

　
「
ぷ
ら
っ
と
」で
は
、
専
門
の
相

談
員
が
高
齢
者
の
方
々
の
経
歴
や

希
望
を
じ
っ
く
り
お
聞
き
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
経
歴
や
希
望
に
添
っ
て
、

最
も
適
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
や
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
関
係
機
関
を
紹
介
し
ま
す
。 　

ま
た
、
様
々
な
資
料
の
閲
覧
も

で
き
ま
す
。
何
か
を
始
め
た
い
と

お
考
え
の
シ
ニ
ア
世
代
の
方
々
、

是
非「
ぷ
ら
っ
と
」に
お
い
で
く
だ

さ
い
。

▼
場
所
＝

宇
都
宮
市
駅
前
通
り
1
︲
3
︲
1

K
D
X
宇
都
宮
ビ
ル　

3
階

▼
開
設
時
間
＝

平
日　

午
前
10
時
～
午
後
6
時

土
曜
日
午
前
10
時
～
午
後
5
時

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア
応
援

セ
ン
タ
ー

　

☎
0
2
8（
6
2
2
）3
0
1
8

平
成
28
年
度
狩
猟
免
許

試
験
に
つ
い
て

　

県
で
は
狩
猟
免
許
取
得
者
を
狩

猟
及
び
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
担
い
手

と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
重
要
な

人
材
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
是

非
こ
の
機
会
に
狩
猟
免
許
を
取
得

し
、
狩
猟
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

狩
猟
免
許
試
験
に
つ
い
て

▼
日
時
＝
10
月
23
日︵
日
︶

　

午
前
9
時
30
分
か
ら

▼
場
所
＝
清
原
工
業
団
地
管
理
セ

ン
タ
ー
︵
宇
都
宮
市
清
原
工
業
団

地
15
︲
1
︶

▼
試
験
の
申
込
み
方
法
＝

火災情報は……………☎537311へ

議会を傍聴しませんか
　議会定例会は、9月2日 ( 金 ) から開会

となります。

　議会では、町の重要な施策や、皆さん

の身近な問題が審議されます。傍聴され

る方は、議会当日、役場庁舎4階議会事

務局にて、備え付けの用紙に住所・氏名

などをご記入ください。傍聴券を先着順

で交付いたします。車いすでの傍聴もで

きますので、事前に議会事務局へご連絡

ください。

　なお、日程等は町のホームページをご

覧いただくか、議会事務局にお問い合わ

せください。

▶問い合わせ先＝

　議会事務局　☎56 9162
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台
風
に
備
え
て

被
害
が
発
生
し
な
い
た
め
に
早
め

の
準
備
を

　

台
風
時
に
は
、
風
で
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
飛
ん
で
き
た
り
、
倒
れ

た
り
し
て
、
事
故
が
お
こ
り
や
す

く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
集
中
豪
雨
に
よ
り
、
家

屋
の
浸
水
な
ど
が
発
生
し
や
す
く

な
り
ま
す
。
事
故
を
未
然
に
防
ぐ

た
め
に
、
気
象
情
報
に
十
分
に
注

意
し
て
、
早
め
の
備
え
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

交
通
防
災
係

　

☎
56
9
1
1
5

9
月
11
日
は「
警
察
相
談

の
日
」

　

警
察
で
は
、
犯
罪
等
に
よ
る
被

害
の
未
然
防
止
に
関
す
る
相
談
、

そ
の
他
皆
様
の
安
全
な
ど
に
関
す

る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

▼
警
察
相
談
専
用
電
話
＝

　
「
＃
9
1
1
0
」番

　
︵
局
番
な
し
、
有
料
︶

※
急
ぎ
で
な
い
相
談
が「
1
1
0

番
」に
寄
せ
ら
れ
る
と
、
事
件
や

事
故
等
の
緊
急
通
報
へ
の
対
応
が

遅
れ
る
な
ど
し
て
、
人
の
生
命
や

身
体
等
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
緊
急
性
の
な

い
相
談
は「
＃
9
1
1
0
」番
、
ま

た
は
下
野
警
察
署︵

☎
52

0
1
1
0
︶ま
で
。

　

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

下
野
警
察
署

　

☎
52
0
1
1
0

「
法
の
日
」司
法
書
士
法

律
相
談

　
「
法
の
日
」に
ち
な
み
、
地
域
住

民
の
法
生
活
に
寄
与
す
る
事
を
目

的
と
し
て
、
無
料
相
談
会
を
実
施

し
ま
す
。

▼
期
間
＝

　

10
月
1
日︵
土
︶～
7
日︵
金
︶

　
︵
土
日
を
除
く
︶

▼
場
所
＝

①
県
内
各
所
司
法
書
士
事
務
所

②
特
設
会
場

10
月
4
・
5
日

　

午
前
10
時
～
午
後
3
時

　

宇
都
宮
市
役
所
市
民
相
談
コ
ー

　

ナ
ー

10
月
9
日

　

午
前
10
時
～
午
後
3
時

　

道
の
駅
思
川　

小
山
評
定
館

▼
相
談
内
容
＝

司
法
書
士
の
業
務
に
関
す
る
相
談

︵
登
記
、
供
託
、
訴
訟
、
成
年
後
見
、

多
重
債
務
等
︶

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
司
法
書
士
会

　

☎
0
2
8（
6
1
4
）1
1
2
2

第
77
回
国
民
体
育
大
会

「
愛
称
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
」

募
集

▼
募
集
内
容
＝

「
愛
称
」

　

平
成
34
年
に
栃
木
県
で
開
催
す

る
国
体
を
親
し
み
を
込
め
て
呼
ぶ

名
称
で
す
。「
栃
木
○
○
国
体
」の
よ

う
に「
栃
木
」「
国
体
」の
文
字
を
必

ず
入
れ
て
く
だ
さ
い
。「
栃
木
」の
文

字
は
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、

ロ
ー
マ
字
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

「
ス
ロ
ー
ガ
ン
」

　

栃
木
県
で
開
催
す
る
国
体
の
趣

旨
や
目
的
、
国
体
に
向
け
た
思
い

を
印
象
づ
け
る
言
葉
・
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
で
す
。

▼
応
募
締
切
＝
9
月
30
日︵
金
︶

▼
応
募
方
法
＝
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
便
は
が
き
、
募
集
チ

ラ
シ
の
は
が
き

※
詳
し
く
は
2
0
2
2
栃
木
国
体

で
検
索
。

▼
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

〒
3
2
0
︲
8
5
0
1

　

宇
都
宮
市
塙
田
1
︲
1
︲
2
0

　

第
77
回
国
民
体
育
大
会

　

栃
木
県
準
備
委
員
会
事
務
局

　

愛
称
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
募
集
係

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）3
5
2
2

　

 

FAX

0
2
8（
6
2
3
）3
5
2
7

あ
な
た
の
健
康
づ
く
り

体
験
談
を
紹
介
し
て
み

ま
せ
ん
か

　

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
健
康
自
慢
の
み
な
さ

ん
が
実
践
し
て
い
る
健
康
法
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご

応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
テ
ー
マ
＝

○
運
動
に
関
す
る
健
康
法
と
そ
の

　

効
果

○
食
事
に
関
す
る
健
康
法
と
そ
の

　

効
果

○
生
き
が
い︵
社
会
活
動
な
ど
︶に

　

関
す
る
健
康
法
と
そ
の
効
果

▼
応
募
で
き
る
方
＝

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
本
県
の
被
保
険
者

▼
応
募
方
法
＝

①
健
康
づ
く
り
体
験
談︵
題
名
と

　

本
文
。原
稿
用
紙
2
～
3
枚
程
度
︶

②
必
要
事
項︵
募
集
テ
ー
マ
・
郵

　

便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
生
年

　

月
日
・
電
話
番
号
︶を
記
入
し

　

た
用
紙︵
様
式
任
意
︶

　

を
、
郵
送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
に

よ
り
下
記
申
し
込
み
先
あ
て
に
お

送
り
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
締
切
＝

　

9
月
30
日︵
必
着
︶

　

受
賞
作
品
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
し
ま
す
。

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合　

総
務
課

　

☎
0
2
8（
6
2
7
）6
8
0
5

　

〒
3
2
0
︲
0
0
3
3

　

宇
都
宮
市
本
町
3
︲
9
栃
木
県

本
町
合
同
ビ
ル
2
階

E
メ
ー
ル
：

s
o

u
m

u
@

k
o

u
ik

ir
e
n

g
o

-

to
ch

igi.jp
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【交通事故巡回相談】 日時＝7月8日（水）　費用＝無料
連絡先：栃木県交通事故相談所  ☎028ー623ー2188

上三川北地域福祉センターカレンダー

☎56 6685▶問い合わせ先＝

開館時間＝午前8時30分～正午、午後1時～5時（●印は休館日）

10
　
月

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

9
　
月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

55 66 33
1010
17171616
2424 2525
3131

44
1111 12121212

1818
1313

1919 2020 2323
2626 2727

家
族
介
護
者
交
流
事
業

の
お
知
ら
せ

　

ご
家
族
の
介
護
を
さ
れ
て
い
る

家
族
の
方
同
士
の
交
流
、
心
身
の

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目
的
に
家
族
介

護
者
交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。
詳

し
い
内
容
や
日
程
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
＝

　

10
月
13
日︵
木
︶～
14
日︵
金
︶

　

1
泊
2
日

▼
行
先
＝
福
島
県

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

●
友
愛
苑

　

☎
56
8
8
8
5

●
ト
ー
タ
ス
ホ
ー
ム

　

☎
52
2
2
2
0

●
ふ
じ
や
ま
の
里

　

☎
56
0
9
5
8

全
国
一
斉
！
法
務
局
休

日
相
談
所
の
開
設

　

10
月
2
日
、
全
国
の
法
務
局
で

一
斉
に
休
日
相
談
所
を
開
設
す
る

こ
と
に
伴
い
、
宇
都
宮
地
方
法
務

局
本
局
庁
舎
に
て
、
登
記･

戸
籍

･

供
託･

人
権
な
ど
に
関
す
る
相

談
所
を
開
設
す
る
と
と
も
に
、
公

証
人
に
よ
る
講
演
会
を
開
催
し
ま

す
。
相
談
・
講
演
と
も
に
無
料
・

予
約
者
優
先
で
す
。

　

庁
舎
新
営
工
事
の
た
め
、
敷
地

内
駐
車
場
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
日
時
＝
10
月
2
日︵
日
︶

　

相
談
：
午
前
10
時
～
午
後
3
時

　

講
演
会
：
午
前
10
時
30
分
～

▼
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局　

総
務
課
庶

務
係

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）6
3
3
3

栃
木
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
職
員
採
用
試
験
の

ご
案
内

▼
職
種
採
用
予
定
人
員
＝

　

一
般
事
務　

若
干
名

▼
受
験
資
格
＝

　

平
成
2
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

7
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方▼
日
程
＝

　

第
1
次
試
験　

10
月
16
日︵
日
︶

　

第
2
次
試
験　

11
月
上
旬

▼
試
験
内
容
＝

　

第
１
次
試
験　

教
養
試
験
・
適

応
性
試
験

　

第
2
次
試
験　

作
文
試
験
・
口

述
試
験

▼
試
験
会
場
＝

　

栃
木
県
自
治
会
館

▼
申
込
書
＝

　

栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

に
お
い
て
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、

当
事
務
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

▼
申
込
受
付
期
間
＝

　

9
月
9
日︵
金
︶
～
9
月
21
日

︵
水
︶(

土
日
祝
日
を
除
く)

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合　

総
務
課

　

☎
0
2
8（
6
2
5
）3
0
1
1

こ こ ろ の 相 談
開催日＝9月25日（日）
　　　 10月25日（火）
相談時間＝午前9時〜正午
　　　　 （1人あたり1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
※事前予約が必要です。
▶問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係

　☎56 9133

隣　保　相　談
地域住民の生活上の相談、
人権にかかわる相談に応じます。
▶日時＝9月25日（日）
　　　　午前10時〜正午
▶場所＝東館南集会所

▶問い合わせ先＝
　福祉課　福祉人権係
　☎56 9128

法　律　相　談
日時＝9月18日（日）
　　　午前10時〜午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）＝
　9月1日（木）〜16日（金）
費用＝無料
連絡先＝福祉課 福祉人権係

☎56 9128　 FAX 56 6868

心 配 ご と 相 談
日時＝第2・第4水曜日
　　　午前9時〜正午（祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝ 日常生活上に生じる心配ごと、

困りごとなど

問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会

☎56 3166

【とちぎ子ども救急電話相談】 お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
☎028ー600ー0099　又は♯8000　【月～土曜日】午後6時～翌朝8時　【日・祝日】午前8時～翌朝8時（24時間）


